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ハザードマップの使い方・防災確認ポイント 

                                 2021 年 5 月吉日 

公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部 

静岡県内の自然災害は、地震・津波・液状化・土砂崩れ・浸水・河川氾濫・火山噴火等様々なも

のが想定されています。どこで、どのような災害が発生し、どのような状況のもとで被災地支援

に赴くことになるかわかりません。そこで、事前にハザードマップを見ておくことを勧めます。    

ハザードマップは、自然災害の軽減や防災に使用することを目的として、その地域の土地の成

り立ちや災害の素因となる地形・地盤の特徴、過去の災害履歴、避難場所・避難経路などの防災

地理情報を網羅し、被災想定区域を表示した地図です。 

現地の支援活動にあたっては、被災者に災害状況を具体的にわかりやすい説明とご自身や被災

者が二次災害に巻き込まれないためにも、事前に「国交省ハザードマップポータルサイト」で支

援先の防災情報をしっかりチェックしましょう！ 

 このハザードマップポータルサイトには、 

・防災に役立つ災害リスク情報などを地図上に重ねて表示してあります。  

・地域の防災情報を検索できる「わがまちハザードマップ」   の 2 種類があります。  

（使い方）  

国土交通省がポータルサイトを運営しています。災害が発生する前にあなたが住んでいる地域

もぜひ確認してみてください！  

まずは、国土交通省「ハザードマップ」ポータルサイトを見てみましょう。  

ハザードマップは自然災害が多い日本ではとっても重要です。自分の身を守り有効な現地の支

援ができるように、スマホで使いこなせるようにしておきましょう！  

国土交通省の「重ねるハザードマップ」のアプリ版はありません。ハザードマップのサイトへ

のショートカットをスマホのホーム画面に追加しておけば、アプリと同じように素早く起動する

ことができます。  

この他にも各地方自治体が公開している防災に関するデータもあります。支援先の自治体の HP

で事前に確認探しておきましょう。 

 

（スマホのホーム画面に追加する方法 ） 

①ハザードマップのサイトで上矢印のアイコンをタップ  

②「ホーム画面に追加」をタップ  

③ショートカット名を確認して「追加」をタップ  

④ホーム画面にショートカットアイコンが追加される  

ホーム画面の設定方法はスマホの機種やブラウザによって異なりますので、上記を参考にご自分

のスマホで試してみてください。  

ただし、実際に災害が発生したときはネットに接続できない可能性もあります。  

そのようなケースにそなえて、市区町村の HP から PDF 版のハザードマップをダウンロードしてお

くと良いでしょう。  

https://disaportal.gsi.go.jp/


 

2 

 

※iPhoneSE で Safari ブラウザを使用した場合のシミュレーション  

 

（重ねるハザードマップの使い方～スマホ編～）  

国土交通省が提供しているハザードマップには「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザー

ドマップ」の 2 種類があります。  

それぞれの特徴を理解して、時と場合によって使い分けられるようにしておきましょう！  

 

「重ねるハザードマップ」の詳細  

災害が発生したときのリスク情報が地図に重ねて表示されているサイトです。  

表示できる情報は以下の通りです。  

・洪水（想定最大規模、計画規模）  ・土砂災害  ・津波  ・道路防災情報  

・調べたい地域をタップすると、考えられる災害リスク一覧（ため池決壊、地形からわかる災害

リスク、大規模盛土造成地、活断層など）を見ることができます。  

 

「わがまちハザードマップ」の詳細  

各市区町村が作成したハザードマップへリンクしているサイトです。  

市区町村を選択すると自治体の HP へ移動できます。  

「重ねるハザードマップ」は、地震や水害などが発生したときに、地域の詳細な情報を確認する

のに役に立つサイトです。いざという時に焦らないよう、事前にしっかり使い方を確認しておい

てください。  

もう 1 つの「わがまちハザードマップ」は、市区町村ごとの情報を見ることができます。こちら

は日常生活の中で大まかなハザードマップを知りたいときにお勧めです。  

 

 

被災者に地図を見せながら視覚的に判りやすく自然災害リスクを伝えるとともに、 

安全で的確な被災地支援活動を行う為に、事前に現地のハザードマップを確認しよう！ 

 

 



避難場所選定方法

2021年5月吉日

              公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部

避難場所 場面 利点 欠点

自宅 避難路が危険な状態 生活用品が揃っている。 行政・ボランティアの情報が少ない。

暗くて避難自体が危険 気兼ねなく過ごせる。 自宅避難してることを周囲に知らせる必要。

要介護者がいる 避難中に負傷するリスクない。 状況把握しにくい。

支援物資入手できない。

避難場所を知人に知らせる必要がある。

親類・知人宅 避難所が開設されない 一時的・緊急避難先として利用する。 行政・ボランティアの情報が少ない。

避難所より近い 親類・知人に気を遣う。

一時的に避難 状況把握しにくい。

自宅より安全な場合 支援物資入手できない。

避難中に負傷する。

避難場所を知人に知らせる必要がある。

避難所（公的避難所） 余裕をもって避難できる 行政・ボランティアの情報が入手できる。 感染症の注意が必要。

状況把握しやすい。 避難中に負傷する。

支援物資が入手しやすい。 プライバシーが守られない。

災害時に自宅に留まるか、避難すべきか確認しておきましょう。

自宅・親類・知人宅より

安全な場合



                 避難所運営簡易マニュアル           １/２ 

                                      ２０２１年５月吉日 

                             公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部 

① 市町村担当者と地域自治会による避難所の確認 

    ・土地(地盤、津波など)/建物(耐震)の安全、インフラ(電気、水道)、受入可能人数、トイレ使用可 

     否（水道停止の場合は簡易トイレの設置要） 

② 地域自治会主体による自主運営組織の立ち上げ 

・避難者は避難所のお客さんではなく、自主運営組織の一員としての活動を要請する 

 健常者の避難者には日替わりでもよいから、できるだけ何等かの役割をお願いする 

・避難所運営研修を受けた中核的人材３～４人(できれば自治会役員)を組織に入れる 

・リーダーとスタッフ（資材・機材係、レイアウト計画・設置係、受付係、生活支援係、自治体と 

 の連絡係）を事前/事後に選任 

③ 自主運営組織による資材・機材ストレージの確認 

    ・コロナ対策用物資（マスク、非接触検温器、ウェットティッシュ、使い捨て手袋） 

    ・日常生活品（床シート、段ボールベッド、救急箱、ゴミ箱/袋、断水時の簡易トイレ） 

     衣服、タオル、毛布、枕、ラジオ、水、食料、懐中電灯、簡易冷暖房機、検温器は避難者が持参 

    ・プライバシー用機材（パーティション） 

④ 自主運営組織によるレイアウト計画決定 

    ・自主運営組織スタッフ用事務所（受付場所、詰所、資材・機材置き場） 

    ・避難者用場所の計画（一般者用と体調不調者用、ペット置き場） 

    ・女性用着替え場所 

    ・簡易トイレ場所(正規のトイレが使えない場合に備える) 

・ペットは原則建物外にする 

⑤ 自主運営組織によるレイアウト計画に従った資材・機材の搬入・設置 

    ・自主運営組織用事務所に資材・機材を搬入 

    ・レイアウト計画に従って、一般者と体調不調者を分け、避難者生活場所を設置 

      床シート/段ボールベッドを一人当たり２ｍx２ｍで設置し、となりとは前後左右２ｍ空ける。 

      となりとはパーティションを使ってプライバシーを確保。その他機材を搬入 

    ・女性用着替え室を設置 

・簡易トイレ場所設置(主として男性のみ) 

・ペットは原則建物外に保管場所を設ける 

⑥ 自主運営組織による受付準備 

    ・自主運営組織スタッフの身づくろい(マスク、フェースガード、使い捨て手袋、名札) 

    ・静岡県防災アプリを準備 

    ・「避難所生活のしおり」を準備（マスク着用、会話の最小限化、手洗い励行、部屋の定期的換気、

食事の仕方、トイレ使用方法、貴重品・現金・常備薬は自己管理、検温の記録、体調不良時 

の連絡、消灯時間、掃除当番、ラジオのイヤホーン着用、プライバシーの尊重、地震時の行動、

セクハラ厳禁など）・・当該しおりは簡潔にまとめたものを、自治体・地域自治会で事前準備 



     

                                ２/２ 

⑦ 自主運営組織による受付開始 

    ・静岡県防災アプリに従い、氏名、年齢、住所、家族、自宅状況、体調、かかりつけ医など入力 

    ・一般者と体調不調者を区分 

    ・認知症避難者、身障者には付き添い/介護を要請 

    ・外国人も日本人と平等に受け入れる 

    ・幼児は保護者の付き添い/面倒を要請 

    ・ペットは飼い主が責任を持つことを徹底 

    ・「避難生活のしおり」を配布・説明 

⑧自主運営組織スタッフによる避難者誘導 

    ・一般者と体調不良者を区分して、それぞれの生活場所に案内 

    ・ペットは設置場所に案内 

⑧ 自主運営組織スタッフによる避難者の生活状況確認 

    ・定期的検温確認を要請し、体調の変化があれば、自主運営組織スタッフへの即連絡を要請する 

    ・マスク着用の徹底、会話は最小限化、手洗い励行、部屋の定期的換気を要請 

    ・避難所を離れる時の連絡を要請する 

    ・適度なストレッチ運動を行うことを勧める 

    ・他の避難者とのトラブル確認と処置 

  ⑩避難所の閉鎖 

   ・地域自治会、自主運営組織（避難者一般を含む）、自治体３者との打ち合わせで、閉鎖有無を決定 

    ・閉鎖決定後、地域自治会、自主運営組織(避難者一般を含む)、自治体 3者で片付け、清掃、整理 

 

以上 

 

 

  追補：避難者の生活の場のレイアウト 

     新型肺炎コロナヴィ－ルス対策のため、一区画幅は２メートルｘ２メートルとし、となりの区 

画との間隔は２メートルあける。一区画一避難者が原則であるが、乳幼児は保護者と一緒にする。 

 

 

              一区画幅 ２メートル 

        一 

        区                          可能な限り、パーティ 

        画                          ションを使い、プライ 

        幅                          バシーを守る 

     ２メートル 

 

                   間隔２メートル 



災害復興まちづくり支援機構（以下 機構） マンション問題研究会（平成２６年７月）編 

「マンションの災害対応Ｑ＆Ａ―相談事例を中心に―」の概要について 

                        2021年 5月吉日 

                     公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部 

当機構が東京都と共催し、「首都直下型に備えるマンション対策」をテーマにしたグルー

プ相談会を実施し、災害対応に関するマンションの様々な相談内容をＱ＆Ａの事例集にま

とめて発行した冊子である。 

 中身は、マンションの現状と関連法規、耐震診断、耐震補強工事と建替に関すること、ラ

イフラインに関わる設備（建築設備）に関すること、マンション災害対策マニュアル（平時、

災害時）に関すること、そして、修繕積立金と保険に関する内容になる。 

 ここでは、災害時を想定して住民がとるべき行動に役立つ内容として、ライフラインに関

わる設備とマンション災害対策マニュアルの概要を紹介する。 

１． ライフラインに関わる設備 

建築設備の耐震設計の重要性が認識されたのは、宮城県沖地震（１９７８年６月Ｍ

７．４）による被害でマンション最上階や塔屋の機器類に多く、また、停電によるライ

フラインの停止による影響が長期化した。その後、１９８１年６月に建築基準法施行

令が改正され「新耐震設計法」が適用された。東日本大震災のマンション被害では、エ

レベーター（ＥＬＶ）だけでなく、停電によるポンプアップ給水停止、機械式駐車場の

停止、オートロック解除などによる防犯問題が発生した。 

Ｑ＆Ａには、非常用電源、ＥＬＶの利用の関すること、上下水の使用に関すること、

そして、トイレ対策におよび、設備への理解を深めておくことの重要性を説く。 

２． マンション災害対策マニュアル 

   自主防災会・自治会・管理組合との関係は、①自主防災会は、災害対策基本法第５条

第２項により「住民の隣保協同の精神にもとづく自発的な防災組織」②自治会は、地方

自治法第２６０条の２第１項により「地縁による団体」で地域住民の福祉、防犯、文化

などの活動を行う③管理組合は区分所有法第３条により建物管理を目的とした団体で

ある。①，②は任意加入の住民による。以上を理解しておくことは作成の第一歩となる。 

   マニュアル作成上の留意点は、①事前と災害直後の対策②平日昼間と夜間休日の対

応検討③訓練などを通じてマニュアルの検証と見直し④マニュアル作成が災害対策の

スタートになる。以上を基本としている。 

マンションは、一般的に耐火性、耐震性に優れ、大地震においても比較的安心と考え

られているが、ライフラインの停止を想定し、各居住者が水、食料、簡易コンロ（燃料

付き）や簡易トイレなどの備蓄は必須だと示している。 

＊参考に、県支部として「マンション防災マニュアル」を作成した事例を紹介する。 

   中身は、①防災のための組織と役割（平時、発災時）②居住者情報＊要支援者名簿（管

理組合が所持）は個人情報のため別途保管する③発災時の対応フロー（発災直後、発災

３日後まで、４日以降）④家庭の備蓄品リスト（参考）⑤管理組合の備蓄品リスト⑥地

域との関係から構成される。 （マンション管理組合 防災委員会が作成） 



ロイヤルシャトー草薙 

「マンション防災マニュアル」 
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              平成２８年９月～６月総会まで有効 

ロイヤルシャトー草薙管理組合 

防災委員会 



１防災のための組織と役割 

下表は、発災時の活動を効果的に行うため作成したものです。 

班 大地震時の活動内容 平常時の活動内容 

本部長 

副本部長 

・災害対策本部（仮称）の設置＊１ 

・建物被害の把握と活動指示と指揮 

・関係機関との連携・調整（行政、消

防、メンテック，ＥＶ保守会社他） 

・建物、防災設備の実態

把握と点検、調査 

・建物の修繕計画と連携 

・防災活動（防災訓練な

ど）の企画と実行 

情報班 ・居住者安否・建物被害の情報収集 

・危険個所の立ち入り禁止措置 

・本部と居住者との連絡方法確認 

・居住者への情報提供 

・安否確認方法の確立 

・立ち入り禁止、使用禁

止テープなどの準備 

・防災に関する情報提供 

消火班 ・火災の確認と初期消火 

・通電火災など二次災害防止の各戸点

検 

・防災設備の取り扱いの

確認 

・消火訓練 

避難障害物の確認と除去 

救助救護班 ・救護所の開設と運営 

・負傷者、要支援者への救護 

・病院までの搬送と付き添い 

・応急手当の講習受講 

・担架・医薬品などの備

蓄管理 

避難誘導班 ・要支援者の避難支援 

・閉じ込め者への救助 

・地域避難所との情報収集など 

・地域連携で防犯活動の実施 

・出入口管理 

・災害時要支援者の把握 

・避難経路の確認 

・地域避難所の把握 

生活班 ・備蓄品の配布 

・簡易トイレの設置と衛生管理 

・炊き出しの実施 

・地域住民への協力 

・ゴミ集積場所の確保と管理 

・不足品の調達 

・飲料水、救援物資などの受け入れ 

・防災備蓄品の計画的配

備と維持管理 

・支援物資受け入れの確

認 

＊１ 災害対策本部（仮称）の設置は、地震などでマンション共用部に不具合が生じ

居住者に不便が発生した場合、防災委員会は管理組合と協議し、理事長が決定する。

災害対策本部長は、原則、防災委員長が兼務とし副本部長は 2名体制とする。 



防災組織の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長・副本部長 情報班 

消火班 

救助救護班 

避難誘導班 

生活班 

・活動指示と全般指揮 

・関係機関への連絡 

・安否確認 

・被害確認 

・危険個所確認 

・広報 

 

 

・初期消火 

・火災周知 

・火災予防周知 

・救助 

・応急手当 

・搬送 

・避難誘導 

・避難補助 

・避難場所指示 

・トイレ対策 

・ゴミの管理 

・備蓄品管理 

 

 

 



２居住者名簿一覧表 

下表は、マンション居住者への連絡のために作成したものです。 

安否確認と災害時要支援者の確認用に別途防災用居住者名簿を整備し管理

組合で保管する。個人情報のため災害時以外は使用閲覧しない。 

 

部屋

番号 

区分所有者

（Ａ）又は賃

借人（Ｂ） 

世帯主 連絡先 連絡先（携帯など） 

南館     

103 （Ａ） 勝木 勇 345-7208  

206 （Ａ） 槙田 不二男 347-6696  

207 （Ａ） 芝 健 348-2155  

208 （Ａ） 青木 孝子 347-6663  

210 （Ａ） 鈴木 逸 368-4337  

306 （Ａ） 内田 直樹 349-1679  

307 （Ａ） 武田 朋久 347-6688  

308 （Ａ） 矢津田 貴幸 347-0819  

310 （Ａ） 後藤 信子 347-5147  

405 （Ａ） 小玉 重博 346-7310  

406  不在   

407  不在   

408 （Ａ） 宮城島 徹也 347-6757  

503 （Ａ） （不在）小原英昭 345-7563  

505 （Ａ） 馬越 恭哉 347-6730  

506 （Ａ） 斎藤 公寿 347-7206  

603 （Ａ） 磯崎 勝治 090-3960-8747  

605 （Ａ） 望月 紀久朗 346-3948  

北館     

101 （Ａ） 青木 智陽 080-3739-0030  

102 （Ａ） 加藤 裕子 347-0277  

201 （Ｂ） 小澤 秀樹 388-9636  

202 （Ａ） 望月 孝 376-5758  

203 （Ａ） 杉山 久夫 368-5867  

205 （Ｂ） 高崎 克哲 090-3007-2906  



301  不在   

302 （Ａ） 竹内 誠 348-4636  

303 （Ｂ） 宮本 強 368-7356  

305 （Ａ） 吉原 耕平 347-7025  

401 （Ａ） 小沼 佳治 345-9167  

410 （Ａ） 大村 清彦 345-5206  

403 （Ａ） 上𠮷川 勝美 368-7704  

501 （Ａ） 神谷 恭平 090-7585-4730  

502 （Ａ） 山之上 誠 368-7088  

601 （Ａ） 新井 映子 357-4423  

602 （Ａ） 宮村 令子 347-6733  

南館：１８戸、北館：１７戸 計３５戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 発災時（大地震時）の対応フロー 

① 災害対策本部（仮称）の設置 

 

 

 

② 安否確認及び被害状況の把握 

 

 

③ 救助作業 

 

 

 

 

   次ページへ続く 

 

＊１ ＥＶの使用確認 地震発生時や停電時は使用不可になります。地震に遭遇 

したときの乗降者は最寄りの階に停止するのを待ち避難 

する。機内の非常ボタンはメンテックやメーカーと連絡 

は可能です。   

＊２ トイレの使用  地震時を想定し上下階で排水管又は設備に不具合が発生 

することもあり防災委員長の指示に従うこと。 

＊３ 安否確認の方法 在宅者が安否確認シールを貼るなど情報連絡をします。 

□防災委員会メンバーはロビーに集合 

□ロビーに対策本部を設置 

□災害対策本部の役割の確認 

□ＥＶの使用禁止 ＊１ 

□排水制限 ＊２ 

□居住者・災害時要支援者の安否確認 ＊３ 

□被害状況・危険個所の確認 

□安否確認・建物被害状況の結果を収集 

 

 

□住居内閉じ込めの確認 

□負傷者の確認 

□関係機関、保守会社へ連絡 

□救助活動 

 

 
 



④ 災害対策本部（仮称）の活動 

 

 

 

⑤ 情報収集・発信 

 

 

 

 

⑥ 避難活動 ＊６ 

 

 

 

 

＊４ 受水槽    停電に伴い断水が想定されます。受水槽に貯水された飲料水を 

          給水用バルブ（新たに設置）から飲料水を確保する（中長期） 

＊５ ゴミの扱い  被災ゴミの処理、処分の扱いについてのルールを順守すること 

＊６ 避難の条件  一時的避難、中長期にわたる場合に区別 

・行政からの避難勧告、避難指示が発令された場合 

          ・マンション内部、周辺で爆発もしくは大火災が発生した場合 

          ・ガス漏れが発生した場合 

          ・災害対策本部長が避難を必要と判断した場合 

□安否不明な住戸の確認 

□被害状況の整理 

□行政などから情報収集 

□対策本部会議の招集と状況確認の共有 

□各班への行動指示 

 

□危険個所情報の発信 

□ライフライン情報 ＊４ 

□ごみの処理と保管の指示 ＊５ 

□備蓄品・救援物資の配布方法 

□炊き出し情報の案内 

□外出中お家族へ避難先を案内する 

□ガス、電気、水道の元栓を閉める 

□避難場所へは団体行動を基本とする 

 



４.家庭の備蓄品リスト（自宅で被災生活をするための参考例） 

下表は、各居住者がチェックし活用していただくために作成しています。 

チェッ

ク欄 

備蓄品名称（各戸にて「いつか

ら」、「期限」など記載しておく 

いつから 期限など 

□ 保存水３Ｌ/人３日分   

□ 非常食３日分   

□ 簡易トイレ３日分程度   

□ トイレットペーパー３日分程度   

□ ポリタンク   

□ カセットコンロと燃料   

□ 救急セット   

□ ドライシャンプー   

□ ウェットティッシュ   

□ ウェットタオル   

□ 除菌ジェル   

□ 歯磨きシート   

□ ＬＥＤランタン   

□ 懐中電灯   

□ 粘着テープ、ローラー   

□ 笛・ホイッスル   

□ 消臭剤   

□ ラジオ   

□ 電池   

□ ゴミ袋   

□ ビニールシート   

□ 寝袋   

□ 個人携帯必需品 メガネほか   

□ ヘルメット   

□ カセットガス発電機   

□    

□    

□    

 

 



５.管理組合の備蓄品リスト 

下表は、発災時のために管理組合として備蓄管理しておきます。各居住者は、できるだけ

自助にて備えていただくことを奨めます。 

チェッ

ク欄 

備蓄品名称 数量 摘要 

□ ヘルメット（３個、名入り） 3  

□ 軍手類 ５０束 50  

□ バケツ １０個 10  

□ 発電機と燃料（検討中） 1式 カセットガス発電機 

□ 投光器 2個 2  

☑ コードリール  3  

☑ 脚立 ６尺、３尺 各１基 2  

☑ 折りたたみ椅子 20  

☑ 折りたたみ長机 3  

□ ホワイトボード 1200*900 1 災害時案内板など 

☑ スコップ（平）２個 2  

☑ 救助用工具 バール ２ヶ 2  

□ ポータブル段ボールトイレ 2 ロビ―内トイレに設置 

□ 階段搬送用具 １  

☑ 救急セット 1箱 管理室にて常備 

□ 虎ロープ 1巻 立ち入り禁止等 

☑ カラーコーン ２個 2  

□ ビニールシート ２枚  2 4.5*4.5、4.4*7.2 

☑ 高圧洗浄機 1 電気プラグ式 

☑ 掃除機（日立） 1  

☑ 台車  2  

☑ マンホール蓋はずし 1セット  

☑ かま 3  

□ ガムテープ 2巻  

□ 静岡市ゴミ袋 2袋  

□    

□    

☑は在庫として数量が確認されています。 

□は追加購入予定。 



６．地域との関係 

1. ロイヤルシャトー草薙管理組合が行う防災活動とは 

当マンションは、草薙西自主防災会のなかの一つの班コミュニティー。 

有度地区連合自治会（会長 赤崎康男）の防災活動計画のもとで草薙西自

治会（29 年度会長 花崎年員）自主防災会は防災活動を行いますが、個々

の班においての活動が原点です。 

防災活動は、静岡市（担当部署：清水区地域総務課防災・防犯係）が 29

年度の防災に関する年間予定表を作成、公表する。 

 

ちなみに、国レベルでは、総合的かつ長期的な計画である中央防災会議が

作成する防災基本計画をもとに、地方レベルの都道府県、市町村の防災会議

がつくる地域防災計画に従い、それぞれ地区が個別に防災活動を実施してい

る。 

平成 25 年の災害対策基本法で、自助、共助に関する規定が追加され、市

町村の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関する地

区防災計画制度が、新たに創設されている。（平成 26 年 4 月施行） 

 

2. 町内会（草薙西自治会）での自主防災会組織（29 年度） 

１． 防災部委員名簿（草薙西自治会 会長 花崎年員） 

 

（平成２９年度） 

ＢＬ 組名 委員名 電話 役職 

Ａ 西１組（カトルセゾン含） 山梨 雄哉 090-7687-2564  

Ａ 西２組 伊藤 育男 346-8617  

Ａ 西３組 市川 由治 345-8260  

Ａ ＲＣ草薙 鈴木 逸 368-4337  

Ｂ 西４組 大石 剛広 345-7803  

Ｂ 駅１組 牧田 彰夫 345-0002  

Ｂ ＭＦ草薙 佐藤 信吾 090-8671-8306 連合と兼務 

Ｃ 駅２組 薮崎 敏男 345-5963  

Ｃ 駅３組 後藤 旭 345-0617 副部長 

Ｃ 国１組 松木 静子 345-3705  

＊ＲＣ草薙：ロイヤルシャトー草薙 

＊ＭＦ草薙：メゾン・フィオーレ草薙  ＊氏名：敬称略 

 



「家族で考える防災Ｑ＆Ａ」
申込受け付けます。

•公益社団法人日本技術士会静
岡県支部 防災支援委員会が
発行しました。（2018.9発行）

•主に、地震災害を想定し、家族
が共に考える機会に使用するた
めに作成しました。

•静岡県版として、町内会の防災
訓練や社内研修の資料としても
ご利用ください。

•定価５０円（税別）にて販売させ
ていただきます。

連絡先：日本技術士会静岡県支部
山之上 誠
携帯：080-5133-4813



冊子の概要
• 冊子は、Ａ５版の２６ページ。家族が対話できるようにＱ＆Ａ形式の内容とコラムで構成されています。

• Ｑ＆Ａの内容は、当初のモデルになった冊子のＱ＆Ａを踏襲したが、静岡版として現在の防災対策に合う内容を補足しています。

• コラムでは、防災意識を高めるため日頃からの心構えや何をすることが大切かを問うような内容としました。

以下、コラムの抜粋。

• コラム１：防災訓練は「お久しぶり」で安否確認：災害が発生したら、まず、自分の生存が確保されているか、その次には、家族、

親戚さらに隣人の安否を確認するが、この冊子では、防災訓練も、「安否の確認」のための一歩であり、積極的に参加すること

を促している。

• コラム２：避難所は利用しないで済ませたい：災害を受けると、住居には一時的か最悪は住めなくなる。そのため、避難所に行

かないで済ませるように日頃から防災対策をし、真に必要な方のための避難所となるように説明している。

• コラム３：自主防災会で「人を知る：人とのコミュニケーションは、若い世代を中心にスマートフォンなどの利用が拡大している。こ

の通信手段は、良い面、悪い面の双方を持ち合わせているが、自治会などを集まりを通じて人を知る機会を大切にしておくこと

が災害時に役立つことを述べている。

• 以上、３つのコラムは、この冊子を作成する動機になるポイントである。「命」の大切さ、「人を知る」大切さ、そして「日頃の心構

え」の大切さを発信しています。

• 「新型コロナウィルス感染症対策Ｑ＆Ａ」 リーフレット追加しました。

新型コロナウィルス感染症対策中に起きるかもしれない自然災害に困らないよう日頃の心構えについてＱ＆Ａにまとめました。



マイタイムラインをつくろう！ 

                             2021年 5月吉日 

                     公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部  

タイムラインの定義：本来は、時間経過にしたがって変化する情報を表したもののことです

が、豪雨による河川氾濫洪水や高潮などの自然災害に備え、時間経過

ごとに準備・避難行動を計画することをいいます。昨今の自然災害で

は甚大な被害が多くハード対策だけでは対処できないことが多くみ

られるので、気象予測技術の発達と共にソフト対策として時系列な

避難計画やその後の行動計画成し有事に備える「備え」であります。 

具体的には、市町による避難勧勧告令に応じた自らの行動スケジュ

ール表の作成で、発災前からその後の行動を整理して、表等に書き込

むことです。市町や地区ごとの問題に対してつくられたタイムライ

ンもありますが、ここでは「マイ（私の）タイムライン」の作成を奨

めます。 

準 備 す る も の：①住まい・職場の立地条件と発生する災害リスクの認識 

対象とする場所により対象とする災害形態が異なります。皆さん

の居住地区により河川氾濫、高潮、斜面崩壊の単独または複合であ

りますので、どんな災害が想定されているか整理しておきます。 

・ハザードマップ（洪水・浸水・土砂災害）を調べる・学ぶ 

 技術士会での講習会参加 

②情報の入手先とその方法（いつ） 

行動開始タイムを知るため気象庁の気象情報（台風・前線）や市

役所・町役場から警戒・避難勧告情報を逐次継続的に入手する方法

を定めておく。信頼できるテレビ・ラジオ・インターネット・SNS

等。テレビニュースに注意する。 

③避難場所とそのルート 

お住まいの地区で指定されている避難場所が何処で、そこまでの

ルートと時間を確認しておく。実際に歩いてみるとよい。避難途中

で災害に見舞われないようハザードを調べておく。 

④持ち物 

必要最小限のもの（ペット・常用クスリ等）。家族によって違う。 

⑤連絡先と役割分担（だれが・なにを・どのように） 

避難生活が長期化する場合もあるので連絡先リストを作成してお

きたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

発災時の安否確認・連絡手段 

2021 年 4 月吉日 

公益社団法人 日本技術士会 静岡県支部  

 

近年、携帯電話が発達し、いつどこでも電話ができるようになりました。しかし、2011 年 3 月の東日本

大震災のときのように、安否確認のために誰もが電話を利用しようとして、電話回線が混雑し全く繋がら

ないという事態が起きました。災害時にスマホや携帯電話、固定電話がつながりにくくなるのには、いく

つかの理由があります。 

1) 災害で基地局やケーブルが破壊されたり、基地局で停電が起きることで電波が止まってしまうので

つながらない 

2) 災害時に連絡を取ろうとして回線を利用する人が増えるため、回線が混雑して輻輳（ふくそう…ア

クセスが集中すること）が起きるのでつながりにくい 

3) 輻輳発生を予測したキャリアが、輻輳を防止するため、通信データ量（トラフィック）を規制してつな

がりにくくする 

災害時にもっともつながりにくくなるのは音声通話です。これは、固定電話からでも携帯電話からでも

スマートフォンからでも同様です。加えて、音声通話回線は、消防車や救急車、警察などへの通報にも

使用されます。そのため、これら施設への通話を優先して、一般の通話は少しつながりにくくなるように

規制されます。 

こんなとき、ネット接続は比較的空いています。スマートフォンの使用でも、ネット接続なら通信制限が

少ないため、音声通話よりもつながりやすいです。とくに SNSやメールなどはデータ通信量も少ないため、

安心して使えます。災害時には役所や店舗で無料 Wi-Fi が提供されることもあるので、ネット接続なら使

える場所も多いでしょう。 

災害時に複数の人と安否確認したり、情報共有するのには、「災害用伝言板」を使うのが便利です。

通信キャリア各社が提供する災害用伝言板を利用した安否確認サービスがあるので、家族や知り合い

と災害時に連絡が取りあえるように使用する災害伝言板を予め決めておくことが重要です。 

ここでは、ＮＴＴ西日本､NTT 東日本が提供する災害用伝言板 web171 を使った安否確認方法につい

て、紹介します。 

 

＜災害用伝言板web171を使用した安否確認の概要＞ 

■ 予め電話番号と名前を登録して、いつでも連絡を取り合えるように準備しておく 

Webブラウザーから使える災害用伝言版サービス「web171」を、スマートフォンからすぐにアクセスでき

るようにしておきましょう。 

▼災害用伝言板 web171： 

 https://www.web171.jp/ 

web171 では、ある電話番号をキーとして定めた災害用伝言板に名前、伝言を登録しておくと、予め設

定したメンバーがキーと定めた電話番号から災害用伝言板を検索して伝言の授受ができます。 

https://www.web171.jp/
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利用できるのは災害時など必要性が認められたときに限られますが、毎月 1 日と 15 日など、限られ

た期間に体験利用ができます。ここでは、体験利用画面で基本的な使い方を解説します。 

▼体験利用について詳しくは「災害用伝言板（web171）体験利用のご案内」を参照 

 https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171s/howto.html 

■ web171 に伝言を登録する 

（１）電話番号を入力する 

 

（２）伝言を入力する 

 
  

web171にアクセスしたら 

電話番号を入力し、 

［登録］をタップします。 

 ［伝言の登録］画面が表示されたら、 

名前（ひらがな）、安否の状態、伝言 

（自宅以外ならその場所、体の状態など） 

を入力します。 

すべて入力できたら［登録］をタップします。 

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171s/howto.html
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（３）伝言の登録完了を確認 

 

■ web171 で伝言を検索する 

（１）電話番号を入力する 

 

  

伝言の登録が行われ［登録完了］

画面が表示されました。 

 ［最初のページへ戻る］をタップ 

します。 

web171にアクセスし、 

家族や友人など伝言を探したい 

人の電話番号を入力して［確認］

をタップします 
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②伝言を確認する 

 

 

 

以上 

該当の電話番号で伝言が登録

されていた場合は、伝言が表示

されます 
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